
公益社団法人 日本医師会御中

「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

の一部を改正する政令の公布について(通知)」の訂正について

麻薬等薬物行政につきましては、日頃より種々ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

先般、 7月8日付けで発出いたしました標記通知につきまして、一部誤りがあ

つたため、 7月13日付け事務連絡にて通知の差し替えをご依頼したところです。

しかしながら、今般、再度訂正が必要であることが判明いたしましたので、大

変ご迷惑をおかけいたしますが、再度の差し替えをご依頼申し上げます。

度重なる不手際につき、心よりお詫び申し上げますとともに、当該通知の訂正

について貴会会員への周知につきご配慮いただきますようぉ願い申し上げます。

令和2年7月30日

厚生労働省医薬・生活衛生局

監視指導・麻薬対策課

薬物乱用防止係長寺尾航

〒100-8916

東京都千代田区霞が関1

TEL :03-5253-1111

03-3595-2454

FAX :03-3501-0034

2 -2

(内線 2778)
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衛生主管部(局)

「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

の一部を改正する政令の公布について(通知)」の訂正について

「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部

を改正する政令の公布について(通知)」(令和2年7月8日付け薬生発0708第

5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)について、下記のとおり誤りがありま

したので、呂1絲氏に差し替え訂正方よろしくぉ願いいたします。

事務連

令和2年7月

御中

厚生労働省医薬・生活衛生局

監視指導・麻薬対策課

絡

30日

第1 改正の趣旨

今般、国際連合事務総長より、千

九百六十一年の麻薬に関する単一条

約(昭和39年条約第22号)第3条

第7項の規定に基づき、 2物質を附

表1に、また向精神薬に関する条約

(平成2年条約第7号)第2条第7

項の規定に基づき、 1物質を付表1

正

に、 7物質を付表Ⅱに、 1物質を付

記

表Ⅳにそれぞれ追加することが決定

された旨の通告があった。

(略)

第1 改正の趣旨

今般、国際連合事務総長より、千

九百六十一年の麻薬に関する単一条

約(昭和 39年条約第22号)第3条

第7項の規定に基づき、 2物質を附

表1に、また向精神薬に関する条約

(平成2年条約第7号)第2条第7

項の規定に基づき、 9物質を付表Ⅱ

第2

1

改正の内容

麻薬等指定政令の、一部改正

誤

に、それぞれ追加することが決定さ

れた旨の通告があった。

(略)

第2

1

改正の内容

麻薬等指定政令の一部改正



(1)次の 10物質を新たに麻薬に

指定した。

①~⑩(略)

※①②④⑤⑧⑨⑩:向精

正

神薬に関する条約の付

表Ⅱに追加

③:向精神薬に関する

の麻薬に関する単一条

約の附表1に追加

(2)次の物質を新たに向精神薬

に指定した。

8ークロロー6-(2-

フノレオロフェニノレ)-1

ーメチノレー 4 H-[1,

2,4]トリアゾロ

[4,3-a][1,

4]ベンゾジアゼピン及

びその塩類

※向精神薬に関する条

約の付表Ⅳに追加

条約の付表1に追加

⑥⑦:千九百六十一年

(1)次の 10物質を新たに麻薬に

指定した。

①~⑩(略)

※①②③④⑤⑧⑨⑩:向

誤

精神薬に関する条約の

付表Ⅱに追加

俳廂劣

の麻薬に関する単一条

約の附表1に追加

(2)次の物質を新たに向精神薬

に指定した。

8ークロロー6-(2-

フノレオロフェニノレ)-1

ーメチノレー 4 H-[1,

2,4]トリアゾロ

[4,3-a][1,

4]ベンゾジアゼピン及

びその塩類

※向精神薬に関する条

約の付表Ⅱに追加

2

⑥⑦:千九百八十一年

施行期日

(略)

以上

2 施行期日

(略)



③

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の

一部を改正する政令の公布について(通知)

本日、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

の一部を改正する政令(令和2年政令第 220 号。以下「改正政令」という。)

が公布されましたので、貴職におかれましては、下記事項について御了知の上、

関係各方面に対する周知の徹底と適切な指導をお願い申し上げます。

薬生発

令禾口 2

0708 第

年7月

ず

厚生労働省医薬

(公印

第1 改正の趣旨

今般、国際連合事務総長より、千九百六十一年の麻薬に関する単一条約(昭

和 39年条約第 22 号)第3条第7項の規定に基づき、 2物質を附表 1 に、ま

た向精神薬に関する条約(平成2年条約第7号)第2条第7項の規定に基づ

き、 1物質を付表 1に、 7物質を付表Ⅱに、 1物質を付表Ⅳにそれぞれ追加

することが決定された旨の通告があった。

このため、わが国でも、国内法令(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻

薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第 238 号。以下「麻薬等指定

政令」という。)を改正し、これらの物質を麻薬又は向精神薬として規制す

るため必要な措置をとるものであること。

・生活衛生局長
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第2 改正の内容

1 麻薬等指定政令の一部改正

(1)次の 10物質を新たに麻薬に指定した。

①N-(1ーアミノー 3 ーメチノレー 1ーオキソブタンー 2 ーイノレ)-1

(4-フノレオロベンジノレ)-1Hーインダゾーノレー 3 ーカノレボキサ

ド及びその塩類ミ

②2 -(エチノレアミノ)-1-フェニノレヘキサンー 1ーオン及びそ

の塩類

③ 1 -(4 ークロロー 2,5 ージメトキシフェニノレ)プロパンー 2

ーアミン及びその塩類

④ 1 -(4 ークロロフェニノレ)-2 -(メチノレアミノ)プロパンー 1

ーオン及びその塩類

⑤ 1 -フェニノレー 2 -(ピロリジンー 1 ーイノレ)ヘキサンー 1 ーオ

ン及びその塩類

⑥(E)-N-(1 -フェネチノレピペりジンー 4 ーイノレ)-N-フェ

ニノレブター 2 ーエナミド及びその塩類

⑦N-(1 -フェネチノレピペりジンー 4 ーイノレ)-N-フェニノレペ

'ンタンアミド及びその塩類

⑧メチノレ= 2 -[1 -(4 -フノレオロブチノレ)-1 Hーインダゾー

ノレー 3 ーカノレボキサミド]-3,3 ージメチノレブタノアート及び

その塩類

⑨メチノレ= 2 -[1 -(5 -フノレオロペンチノレ)-1 Hーインダゾ

ーノレー 3 ーカノレボキサミド]-3 ーメチノレブタノアート及びその

塩類

⑩メチノレ= 2 -[1 -(5 -フノレオロペンチノレ)-1 Hーインドー

ノレー 3 ーカノレボキサミド]-3,3 ージメチノレブタノアート及び

その塩類

※①②④⑤⑧⑨⑩:向精神薬に関する条約の付表Ⅱに追加

③:向精神薬に関する条約の付表 1に追加

⑥⑦:千九百六十一年の麻薬に関する単一条約の附表1に追加

(2)次の物質を新たに向精神薬に指定した。

8 ークロロー 6 -(2 -フノレオロフェニノレ)-1 ーメチノレー 4 H

[1,2,4]トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジ

アゼピン及びその塩類

※向精神薬に関する条約.の付表Ⅳに追加

2 施行期日

公布の日(令和2年7月8 田から起算して 30日を経過した日(令和2

年8月7 田から施行する。



第3 留意事項

1 麻薬関係

(1)医薬品製造業者、研究者又はその他の者が業務又は研究のため、今般

麻薬に指定される物質(以下「麻薬指定物質」という。)を継続して取

り扱う場合には、改正政令の施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法(昭

和 28年法律第 14 号。以下 W却という。)による規制を受けることか

ら、施行日までにあらかじめ麻薬研究者等の免許取得等必要な手続を行

わせるとともに、記録、保管、届出等の規制事項について指導し、管理

不備に起因する事故が発生しないよう指導されたい。

(2)既に麻薬研究者等の免許を取得している者が、麻薬指定物質を取り扱

う場合についても、(1)と同様に記録、保管、届出等の規制事項につ

いて指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたい。

(3)(1)及び(2)について、法第 49 条等の規定に基づく麻薬研究者

等の届出書に記載する麻薬指定物質の期初在庫数量については、施行日

現在の在庫数量を記載するよう指導されたい。

(4)医薬品製造業者、研究者又はその他の者が所有している麻薬指定物質

のうち、今後必要としないものについては、改正政令の施行日までに廃

棄するよう指導されたい。なお、麻薬指定物質を廃棄するときは、焼却

等の当該物質を回収することが困難となるような方法で行うよう指導さ

れたい。

(5)改正政令の施行日以降に麻薬指定物質を発見した場合は、所定の調査

を行い、状況に応じた措置をとられたい。

2 向精神薬関係

(1)医薬品製造業者、研究者又はその他の者が業務又は研究のため、

今般向精神薬に指定される物質(以下「向精神薬指定物質」という。)0

を継続して取り扱う場合には、改正政令の施行日以降、法による規

制を受けることから、施行日までにあらかじめその業務の目的に応

じた向精神薬営業者の免許取得、向精神薬試験研究施設設置者の登

録等必要な手続を行わせるとともに、記録、保管、届出等の規制事

項について指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導

されたい。

(2)既に向精神薬営業者の免許を取得している者等が、向精神薬指定

物質を取り扱う場合についても、(1)と同様に記録、保管、届出等

規制事項について指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよ

う指導されたい。

(3)医薬品製造業者、研究者又はその他の者が所有している向精神薬

指定物質のうち、今後必要としないものについては、改正政令の施

行日前までに廃棄するよう指導されたい。また、向精神薬指定物質

を廃棄するときは、焼却等当該物質を回収することが困難となるよ



うな方法で行うよう指導されたい。

(4)改正政令の施行日以降に向精神薬指定物質を発見した場合は、所

定の調査を行い、状況に応じた措置をとられたい。

第4 物質の構造式等

別添のとおり

第5 その他

麻薬指定物質は、現在、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律(昭和 35年法律第 145号)第2条第 15項に規定す

る指定薬物として指定されているが、今般の改正政令の施行により、麻薬

として指定され、指定薬物ではなくなる。

これに伴い、本日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条

の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和2

年厚生労働省令第 138 号)が公布されているので、併せて御了知いただき

たい。
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(3)化学名

通称

構造

1

2

DOC

ーアミン

5 ージメトキシフェニノレ)プロパン

CH3

(4)化学名

通称

構造

0

CI

1 -(4 ークロロフェニノレ)

ンー1ーオン

4-CMC

NH2

0
CH3

CH3

(5)化学名

通称

構造

CI

2

0

1 -フェニノレー 2

1ーオン

α一PHP

(メチルアミノ)プロパ

CH3

(ピロリジン

0

1 ーイノレ)ヘキサンー

N

CH3

4ークロロー2

/
＼

/
＼

(

/
＼

3HC
＼

H
N



.

゛

(6)化学名

通称

構造

(E)-N-(1 -フェネチノレピペりジンー 4 ーイノレ)-N

ーフェニノレブター 2 ーエナミド

Crotonylfentanyl

(フ)化学名

通称

構造

N-(1 -フェネチノレピペりジンー 4 ーイノレ)-N-フェニ

ノレペンタンアミド

Valerylfentanyl

O N

N

＼＼

ノ/

＼
/

＼
/



゛

(8)化学名 メチノレ= 2 -[1 -( 4 -フノレオロ

ゾーノレー 3 ーカノレボキサミド]-3

ト

4F-MDMB-BINACA

F

.

CH3
H3C CH3

0

0

H3C N
H

ブチノレ)-1Hーインダ

3 ージメチノレブタノア

(9)化学名

,

0

メチノレ= 2 -[1 -(5 -フノレオロペンチノレ)-1 Hーイン

ダゾーノレー 3 ーカノレボキサミド]-3 ーメチノレブタノアート

5-Fluoro-AMB

N
、、

ノ/

＼

H3C CH3
0

/゜
H3C N

H

F

0
、、

＼＼

称
造

称
造

通
構

通
構

＼
/



.

ず

(10)化学名 メチノレ= 2 -[1 -(5 -フノレオロペンチノレ)

ドーノレー 3 ーカノレボキサミド]-3,3 ージメ,

ト

5F-MDMB-PICA

以上

^

CH3
H3C CH3

0

0

H3C N

ι。

2 向精神薬

(1)化学名

ーーーー

IHーイン

チルブタノア

F

8 ークロロー 6 -(2 -フノレオロフェニノレ)-1 ーメチノレー

4H-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジ

アゼピン

Flualprazolam

N

F

H3C N
ノ/＼

N

N /

CI ー・-N

＼

＼
/

称
造

/
＼

称
造

通
構

通
構


